
道路・河川維持作業（道つくりと防災訓練）について 
令和２年度 

道路・河川維持作業（東広島市が管理する「道路」及び「河川」の簡易な維持作業を、地域

ぐるみの社会奉仕活動として行う団体に対し市が報奨金を交付する制度です。＊市の制度の

概要より抜粋）があります。 皆様のご協力をお願いします。 

日時：６月 14 日（日）８：００～１２：００過ぎ 

（準備から片付けまでで、4 時間以上） 

＊雨天時の決定は午前７：００におこないます。雨天の場合は６月 20 日（土）に順延 

今年も昨年同様一昨年の豪雨対策の為、正原川川岸（10 班）にて防災訓練・土嚢積み他

を予定しております。 

 

＊道つくり（８：００～１０：００） 

① 作業場所は、ほぼ前回と同じです。下記ご参照ください。 

② 今年は新型コロナ禍対策の密集を避け、開始時間８：００に全員集合は行いません。 

各自、班ごとの作業場所に集合し「班長」から注意事項を聞き、作業実施者名簿に記帳

してください。中学生以下の方は右端に〇印をつけて下さい。（中学生以下は報奨金対象外

ですが、当作業に係る市加入保険の対象となる為） 

草刈り機等使用の方は、「草」を右端にご記入ください。又、昨年まで参加者に（一袋/

世帯） お菓子を配布しておりましたが、今回よりゴミ袋に変更しました。 

ご希望のサイズ（20L か 40L）を世帯代表者は作業実施者名簿の横にご記入して下さ

い。 

参加者各自飲み物を受け取って下さい。 

その後、各作業場にて作業をお願いします。 

③ 今回は出不足金があります、出不足金は寄附（２,０００円）ですのでよろしくお願いい

たします。 

④ 砂・草・ごみ等は分けて集積してください。（袋詰めにご協力ください） 

  ごみ等の分け方は次のとおりです。 

 ��可燃ごみ（紙、ゴム、汚れたペットボトル・リサイクルプラスチック） 

 ��不燃ごみ（缶、ビン、硬質プラスチック） 

 ��その他のごみ（乾電池、蛍光管等の有害ごみ、ガラス、陶器、ライター等の埋め立て

ごみ） 

 

 

 

 



作業場所（6 月） 

 

〔１班〕 １班内里道から池堤防方面（草刈り・清掃・側溝清掃） 

     （集合場所はアウル不動産前、集積場所は あかねの西側・正原川岸） 

 

〔２・３・５班 プラス 9 班より 10 名応援〕 山の市道の枝落とし・班内側溝の 

マス土砂・落ち葉等の除去・清掃、佐々木東側里道草刈り。 

（集合・集積場所は山道入り口） 

 

〔４班〕 杵原川左岸法面・管理道路草刈り （集合場所は小島班長宅前、集積場所は川岸） 

 

〔６班〕 正原川左岸草刈り（集積場所はあかねの西側・正原川岸） 

 

〔８班〕 高屋中島公園内の草刈り（集合・集積場所は公園内） 

貴船神社周辺里道の草刈り・清掃（集積場所は貴船神社崖下） 

 

〔９班〕 高屋中島第二公園付近の草刈り・清掃、９班東側側溝清掃（集合場所は第二公園） 

貴船神社周辺里道の草刈り・清掃（集積場所は貴船神社崖下） 

 

〔１０班〕 中島第四公園周辺の草刈り・清掃、旧正原川川底の草泥除去 

     集合場所は第四公園 （除去した草等は土嚢袋等へ入れて杵原川岸へ集積） 

 

〔１１班〕 中島第三公園周辺～集会所下里道・法面の草刈り、県立広島中・高側水路内草・

土砂の除去 集合場所は第三公園 

（泥等は土嚢袋へ入れてゴミ集積場へ集積） 

 

 

＊防災訓練 （１０：００～１２：００） 

防災訓練・土嚢積みを行いますので、道つくりが終わり次第 10 班正原川左岸 

（別紙参照）へお集まりください。 

 

 

 

 

 


